
出典：平成30年2月9日　財務省理財局「森友学園事案についての法律相談の文書」より川合孝典事務所作成 平成30年3月1日　参議院予算委員会　民進党・新緑風会　川合孝典

森友学園事案についての法律相談の文書（抜粋）
● 照会日：平成２７年３月３１日
（問7）
　学校法人が希望する平成28年4月開校のためには、早く契約して着工しなければならない状態であり、
学校法人は、貸付料の交渉が長期化して工期が遅れることを「国の責任である。」と主張している。
　貸付料が折り合わない以上、契約はできないため国に責任はないと考えるが、今後の交渉において注意す
べき点があれば確認したい。

● 回答日：平成２７年4月2日

【回答】
　相手方において、本件土地の貸付料につき、国が算出した予定価格を超える額の提案がないため契約締結
に至らないとすれば、相手方の提示する貸付料を受託する義務は国にないため、相手方と契約を締結できな

いことにつき、原則として国側に過失はないと考えられる。
－中略－ 可能な限り証拠を収集しておく必要があると考えられる。
なお、－中略－ 貴課職員において、相手方に契約の成立に対する強い信頼を与
え、その結果相手方に費用の支出等をさせるような行為については、以後、
慎むべきである。
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平成30年3月1日 参議院予算委員会 民進党･新緑風会 川合孝典
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出典：「生活保護基準の見直しについて（厚生労働省　社会・援護局）」より川合孝典事務所作成 平成30年3月1日　参議院予算委員会　民進党・新緑風会　川合孝典

生活保護基準の見直しによる影響世帯割合（推計値）

今回の生活保護基準の見直しの結果…

・多子世帯ほど減額幅が大きくなる。
 （例：夫婦子2人世帯1級地の1 → 年額10.8万円の減額）

・都市部の高齢単身世帯ほど減額幅が大きくなる。
 （例：65歳1級地の1→ 年額4.8万円の減額）

※ 上記の値については一定の仮定をおいた粗い試算である。
※ 端数処理の関係上、合計が１００％とならない場合がある。
※ 生活扶助費が変わらない世帯とは、主に入院・入所中の者のみで構成される世帯のことである。

生活扶助費本体（第１類費・第２類費）、児童養育加算・母子加算の増減額

生活扶助費が上がる世帯
生活扶助費が変わらない世帯
生活扶助費が下がる世帯

全世帯

２６％
8％
67％

有子世帯

57％
0％
43％

母子世帯

61％
0％
38％
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出典：厚生労働省平成25年労働時間総合実態調査より川合孝典事務所作成 平成30年3月1日　参議院予算委員会　民進党・新緑風会　川合孝典
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我が国における時間外労働等の現状
過半数労働組合のない事業場における過半数代表者の実態について（従業員規模1,000人未満の企業）

注）「過半数代表者」とは過半数労働組合のない事業場における時間外・休日労働協定等の当事者である労働者の過半数を代表する者をいう。
　本調査では、協定の従業員側当事者が「過半数代表者」であるのが全体の60.1％、「過半数組合」であるのが11.4％、協定を締結していないのが22.4％となっている。
資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構「中小企業における労使コミュニケーションと労働条件決定」（平成19年10月）。調査は、従業員規模1,000人未満の企業からの
　抽出調査によるもの。12,000社を対象に郵送調査法にて実施し、2,440社から回答（回答率20.3％）。

（1）過半数代表者の選出方法

（2）過半数代表者の職種

選挙

一般従業員クラス 係長・主任・職長・班長クラス 課長クラス 部長・次長クラス以上 無回答

信任
全従業員が集まって話し合いにより選出した

社員会・親睦会などの代表者が自動的に過半数代表者になった
会社側が指名した
その他・無回答

職場ごとの代表者など一定の従業員が集まって話し合いにより選出した

8.3

22.0 49.5 13.2 10.6 4.6

23.5 8.5 9.6 11.2 28.2 10.7

39.4％

不適切な選出
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出典：平成29年2月25日　日本経済新聞朝刊｢解決！お金ゼミ｣より川合孝典事務所作成 平成30年3月1日　参議院予算委員会　民進党・新緑風会　川合孝典

パート主婦の働き方で世帯全体の手取りが変わる
１０６万円の壁を超えるケース

（従業員５０１人以上の企業で働き、所定の条件を満たす場合）
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夫の手取り 妻の手取り

厚生年金･健康
保険料が発生

配偶者特別控除が
段階的に縮小

注）夫は会社員で年収700万円、子どもは2人（17歳、19歳）、生命保険料控除12万円と想定。
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